
国会で審議中の「安保法案」は、多くの
憲法学者からも違憲であると批判されて
います。憲法違反の法律を通すようでは、
とても立憲主義国家とは言えません。
7月15日に衆議院特別委員会で強行採
決され、7月16日には本会議で可決され
ました。法案は参議院に送られます。9
月末まで国会は延長になりましたが、直
ちに廃案にするべきです。
小金井市議会では『集団的自衛権行使
を可能にする憲法違反の「安保法案」を
撤回することを求める意見書』が、7会
派13議員の賛成多数で可決されました。
集団的自衛権行使反対の意見書は4度
目となります。
全国で300を超える自治体から撤回や慎
重審議を求める意見書が提出されてい
ます。
国政と市政は密接に繋がっています。
今、私たちがどのような声をあげ行動した
かが、歴史の中で問われるでしょう。
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第２回定例会（６月議会）
が終わりました

片山かおるの一般質問6/8（月）

安保法案撤回の意見書が
賛成多数で可決！

★主な議案の採決結果★
○賛成 ×反対 △退席  丸数字は人数

議長は可否同数の時以外は採決に加わりません
すでに提出した意見書の撤回や引き戻しや改訂はできません
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①2015年度小金井市一般会計補正予算第2回（マイナンバー関連予算あり）　可決 × ○ ○ × ○ ○ ○ ○ × ○ ○
②集団的自衛権行使を可能にする憲法違反の「安保法案」を撤回することを求める意見
書（片山、共産、ネットで作成）　可決 ○ × × ○ × ○ × ○ ○ ○ ○

③原発事故避難者の住宅支援の継続を求める意見書（片山作成）　可決 ○ △ ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ ○

必要な人に必要な支援が届くために。
生活困窮者自立相談事業の充実を問う。
自立相談支援事業は社会福祉協議会に委託され、非正規職員のみです。4月には
24人の方から39件の相談がありました。まだ周知が不十分です。支援プラン作成
に至らず、しっかりとした支援に繋がっていません。相談者のニーズを把握し、26
市の状況を調査してもっと有効な事業にすべきと提案しました。

住民自治の意識を醸成するために、
小金井の優れた社会教育を活かし続けよう。
福祉会館と公民館の役割について。
建替えと仮移設が問題になっている福祉会館で、現在行われている福祉関係の事業
や公民館が行う社会教育事業には、多くの市民が参加しています。市民活動の芽を
摘んでしまうことが無いように、現在の利用状況をよく把握し、公民館本館も含む移
設策を検討すべきと提案しました。

監視社会はイヤ！　
監視カメラの設置はほんとに必要か？
学校の通学路に設置予定の監視カメラについて、保護者への説明はほとんどされて
いないことが明らかになりました。現在、「防犯カメラ設置条例」のパブリックコメン
トが行われています。市民説明会は行わないという答弁です。ぜひ市民からの疑問
の声を寄せてください。



福祉会館と公民館はどうなる？
福祉会館に関する連合審査会は終了し、各委員会で各陳情や
議員案条例の採決が行われました。市は福祉会館の各事業の
いくつかは仮移設し、共同作業所の移設先が決まるのを目安
に使用停止を検討しています。しかし、公民館本館やいくつ
かの福祉事業は、他の公民館に統合されたり事業の休止など
も検討されています。これでは市民活動が著しく制限され滞
ります。市民活動の場も含めた仮移設案を検討すべきです。
また、新福祉会館建設計画の市民検討委員会設置も検討され
ましたが、市の提案は不十分です。予算もついてないので、設
置はだいぶ先になります。
「福祉会館の緊急仮移転に全力を傾注することを求める決
議」が採択されました。

一般会計補正予算第2回
市税条例、防災無線デジタル化
工事契約に反対
年金情報の流出が大きな問題となり、情報管理が不安視され
るマイナンバー関連事務経費を含む予算には反対しました。
市税条例の改正案にもマイナンバー関連が入っています。防
災無線の工事費4億円強は、もともと復興予算と銘打って市
民税を値上げした分で賄われます。復興予算と言いながら被
災地ではなく、自分たちのために使うことに疑問を抱き、反
対としました。

「東センターの委託化について議会の
決議を無視したことに対し、教育長及
び市長への猛省を求める決議」を採択
東センターの運営は、貫井北センターを運営するNPO法人と
委託契約が結ばれました。3月議会では、関連予算を凍結す
る決議が全会一致で可決されましたが、市は方針を変更する
ことなく進めています。二元代表制の元で選ばれた議会と
市長の市政運営の方針が違う場合、強行するのではなく、公
開の場での丁寧な議論と説明を重ね、多数の理解を得た上で
市民により良い方策を選ぶことが必要ではないでしょうか。
市長の市政運営の姿勢が問われます。

“資源循環型社会推進調査特別
委員会”ができました
ごみ問題に関する特別委員会の設置が求められていました
が、ようやく6月議会から設置されました。調査項目は、循
環型社会の形成（発生抑制を最優先とした3Rの推進）につい
て。リデュース（Reduce）、リユース（Reuse）、リサイクル
（Recycle）の調査が主となります。廃棄物関連施設の整備
についても調査の柱に加えました。

“議会報編集委員会”が
“広報協議会”に変わりました
議会基本条例の議論の中で、広報広聴委員会設置について話
し合われた結果、“広報協議会”という14人の協議体で、当面
は広報を中心に協議していくことになりました。会派の代表
者全員が参加する“議会報編集部会”、市議会HP等の検討を
進める“広報部会”と議会報の改革を進める“紙面改革部会”
に7人ずつ参加。来年始めの市HPリニューアルに合わせて、
市議会ページの刷新をめざします。

5年以上に渡って議論されてきた議会基本条例がようやくま
とまりました。市民説明会とパブリックコメントが実施され
ます。条例案と逐条解説は、8月に配布される議会報特別号
に掲載。ぜひ、たくさんのご意見をお寄せください。

8月29日（土）	 10:00〜12:00　
9月6日（日）	 16:00〜18:00
場所：萌え木ホール
（保育あり※要申し込み　042-387-9947議会事務局）
◎パブリックコメントは、8/29から実施されます。

6月議会の報告会とざっくばらんな意見交換をおこないます。
どうぞ、お気軽にご参加ください。
日時：8月9日（日）15:00〜17:00
場所：桜並集会所
主催：緑・市民自治こがねい

◇片山かおる　連絡先◇
小金井市中町3-10-10-103　TEL&FAX:042-316-1511

http://katayamakaoru.net/　office@katayamakaoru.net
ツイッター、フェイスブックは「片山かおる」で検索

●ご意見、ご感想をお寄せください

緑・市民自治こがねい　会派ニュース

閉会中の議会日程
6/26（金）広報協議会
7/6（月）広報協議会　広報部会13:00から
7/7（火）議会基本条例策定代表者会議
7/10（金）議会基本条例策定代表者会議
7/13（月）議会基本条例策定代表者会議
7/14（火）広報協議会 紙面改革部会
7/17（金）建設環境委員会
7/22（水）議会運営委員会
7/28（火）議会報編集部会10:00から　広報協議会11:00から
8/3（月）総務企画委員会
8/19（水）資源循環型社会推進調査特別委員会
8/24（月）厚生文教委員会
8/25（月）行財政改革調査特別委員会
8/26（木）議会運営委員会14:00から
8/31（月）第３回定例会　初日　本会議

※ すべて基本的には10:00開始。
問合せは議会事務局（042-387-9947）まで

1966年生まれ。総務企画委員、資源循環型社会推進調査特別委員、広
報協議会委員（議会報編集部会、広報部会）。市民グループ「市民自治こ
がねい」共同代表、片山かおるといっしょにかえる小金井の会、放射能問題
に取り組む親たちと共に活動中。全国フェミニスト議員連盟、市民自治をめ
ざす三多摩議員ネット、緑の党、「原発事故子ども・被災者支援法」推進自
治体議員連盟、「なくそう！子どもの貧困」全国ネットワークなどにも参加。 

片山かおるプロフィール

議会基本条例の説明会が開かれます！

片山かおるの議会報告＆オープンミーティング


